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INFORMATION

消費税率が引き上げられます

消費税（地方消費税含む）の税率が、8％
に引き上げられます。消費税の課税業者
が平成 26 年 4 月 1 日を含む課税期間
分 ( 個人事業者の場合は平成 26 年度分）
の消費税および地方消費税の確定申告書
を作成するためには、課税売上げ・課税
仕入れについて、帳簿において、旧税率
が適用されたものと新税率が適用された
ものに区分しておく必要があります。な
お税率引き上げに伴う経過措置により、
平成 26 年 4 月 1 日以後に行われる取
引であっても旧税率が適用される場合が
あります。

任意の中間申告制度が創設されました
　
直前の課税期間の確定消費税額（地方消
費税額を含まない年税額）が 48 万円以
下の事業者（中間申告義務のない事業者）
が、任意に中間申告書（年 1 回）を提出
する旨を記載した届出書を納税地の所轄
税務署長に提出した場合には、当該届出
書を提出した日以後にその末日が最初に
到来する 6 月中間申告対象期間以後の 6
月中間申告対象期間について、自主的に
中間申告・納付することができることと
されました。事業年度が 1 年の法人に
ついては、平成 26 年 4 月 1 日以後開始
する課税期間の中間申告から適用されま
す。なお個人事業者の場合には平成 27
年分の中間申告から適用されます。
問 川越税務署　☎ 235-9411
　〒 350-8666　川越市大字並木 452-2

社会保障と税の一体改革によ
る主な消費税法改正の概要

事業者の皆さんが作成する領収証やレ
シートなどの「金銭または有価証券の受
取書」に係る印紙税については、平成
26 年 4 月 1 日以降に受取金額が 5 万円
未満のものについて非課税となります。

（現在は記載された金額が 3 万円未満の
ものが非課税です。）平成 26 年 4 月 1
日以降、領収証等を作成する際には、受
取金額を確認の上、納付する印紙税額に
誤りのないようご注意ください。
「金銭または有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲

現行 平成 26 年 4 月 1 日以降

3 万円未満 5 万円未満

（注）印紙税の納付の必要がない文書に
誤って収入印紙を貼ったような場合には
所轄税務署長に過誤納事実の確認を受け
ることにより印紙税の還付を受けること
ができます。「領収証」等を取引の相手
方に交付している場合でも、過誤納事実
の確認を受けるには、過誤納となった文
書の原本を提示する必要がありますの
で、収入印紙を貼る際は誤りのないよう
十分注意してください。
問 川越税務署　☎ 235-9411
　〒 350-8666　川越市大字並木 452-2

「領収証」等に係る印紙税の
非課税範囲が拡大されます

【地域福祉バス】
70 歳以上の高齢者、心身障がい児・者が
安心して外出できるように、地域福祉バス
利用料金を 3 月 28 日㈮から助成します。
▶ 対象…70 歳以上 (70 歳の誕生月から交

付 ) の高齢者、心身障がい児・者（身体
障害者手帳１・２級、療育手帳A・A ）

▶ 助成…地域福祉バス ( ライフバス ) 利
用料金を助成。１か月につき８枚（該
当月分）の利用券を交付。

※ 心身障がい児・者の場合、自動車燃料費
補助事業の助成を受けている人は除く。

▶ 申込み…印鑑、年齢を確認できるもの、
もしくは、身体障害者手帳、療育手帳
を持参のうえ、福祉課または各出張所
へ申請してください。

　問福祉課福祉係内 172・173
　問福祉課障がい者庶務係内 174・175

【福祉タクシー】
障がい児・者が安心して外出できるよう
に、タクシー利用料金を 3 月 28 日㈮か
ら助成します。
▶ 対象…障がい児・者（身体障害者手帳

１・２級、療育手帳 A ・A、精神障害
者保健福祉手帳１・２級）

▶ 助成…利用料金の初乗り運賃相当額の
助成。1 か月につき４枚 ( 該当月分 )
の利用券を交付。

※ 自動車燃料費補助事業の助成を受けて
いる人は除く。

▶ 申込み…印鑑、身体障害者手帳または、
療育手帳を持参の上、福祉課および各
出張所へ申請してください。

※ 精神障害者保健福祉手帳１・２級の人は、
印鑑、精神保健福祉手帳を持参のうえ、
福祉課へ申請してください。

問福祉課障がい者庶務係内 174・175

地域福祉バス・福祉タクシー助成
〈3 月 28 日㈮から交付〉

ぬくもり健康入浴券助成
〈3 月 28 日㈮から交付〉

下記の入浴施設を利用する人に、年６枚
を限度として入浴利用料金の一部を助成
します。平成 26 年度は入浴利用券引換
はがきは郵送されませんので、下記申込
方法により交換してください。
▶ 対象…町内在住 65 歳以上の人 ( 平成

27 年 3 月 31 日までに 65 歳になる人 )
▶助成金額　１回の利用につき 300 円
▶ 入浴施設…川越湯遊ランド、ふれあい

健康センター「ゆうパークおごせ」、健
康湯ランド、つるせ浴場、富士見浴泉、
所沢温泉湯楽の里 、真名井の湯大井店、
埼玉スポーツセンター天然温泉、埼玉
スポーツセンターにいざ温泉、岩盤房・
二股温泉きらく、おふろの王様志木店

▶ 申込方法…入浴利用券引換はがきはあ
りませんので、本人確認ができるもの

（運転免許証・保険証・パスポート等）、
印鑑を持参のうえ、福祉課または各出
張所で交換してください。

　※代理受領の場合は、委任状が必要です
問福祉課福祉係内 172・173

消費者向けの価格表示については、税込
価格を表示（総額表示）することが義務
付けられていますが、「消費税の円滑か
つ適正な転嫁の確保のための消費税の転
嫁を阻害する行為の是正等に関する特別
措置法」（消費税転嫁対策特別措置法）
により、平成 25 年 10 月 1 日から平成
29 年 3 月 31 日までの間は、「現に表
示する価格が税込価格であると誤認され
ないための措置」（誤認防止措置）を講
じている場合に限り、税込価格を表示（総
額表示）しなくてもよいとする特例が設
けられました。
なお、消費者の利便性にも配慮する観点か
ら、この特例の適用を受ける事業者は、で
きるだけ速やかに「税込価格」を表示する
よう努めることとされています。

【 誤認防止措置の具体例 】
（例 1）値札、チラシ、ポスター、商品
カタログ、インターネットのウェブペー
ジ等において、商品等の価格を次のよう
に表示する。
　『○○円（税抜価格）』　『○○円（税別）』
　『○○円（本体価格）』　『○○円 + 税』
　『○○円 + 消費税』

（例 2）
個々の値札等においては『○○円』と税抜
価格のみを表示し、別途、店内の消費者が
商品等を選択する際に目に付きやすい場所
に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜価格
となっています。」といった掲示を行う。
※消費税率の引上げを含む消費税法の改
正内容については、国税庁ホームページ
の「消費税法改正のお知らせ（社会保障
と税の一体改革関係）」をご覧ください。
問 川越税務署　☎ 235-9411
　〒 350-8666　川越市大字並木 452-2

消費税転嫁対策特別措置法に規
定する総額表示義務の特例措置

3 月 3 日（スポ安ねっとをご利用の場
合は 3 月 1 日）からスポーツ安全協会
では、平成 26 年度スポーツ安全保険の
加入受け付けをしています。
▶ 申込方法　郵便局窓口で払込み後、払

込受付証明書を貼付した加入依頼書を
埼玉県支部へ郵送する

▶ 対象　 スポーツ活動や文化活動などを
行う 5 人以上の団体

▶対象となる事故の範囲
　団体管理下での活動中（国内）の事故など
▶ 掛金　高校生以上 800 円～ 11,000 円
　中学生以下 800 円・1,450 円・11,000 円
　※活動内容により異なります
▶保険期間
　平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
　 ※ 4 月 1 日以降の申し込みは加入依

頼書を郵送した消印日と払込日のいず
れか遅い日の翌日から有効

▶ 補償内容　傷害保険・賠償責任・突然
死葬祭費用保険

　※加入区分により補償金額は異なります
　※ スポーツ安全保険のしおり・あらましを

よくお読みになり、内容を確認ください
　※ スポ安ねっとを利用の場合はスポー

ツ安全協会の HP をご覧ください
問 公益財団法人スポーツ安全協会埼玉支部      
　☎ 048-779-9580

平成 26 年度
スポーツ安全保険

埼玉県最低賃金が平成 25 年 10 月 20
日から時間額 785 円に改定されまし
た。なお、特定の産業については別途特
定 ( 産業別）最低賃金が適用されます。
詳しくは、埼玉労働局賃金室（☎ 048-
600-6205) または最寄りの労働基準監
督署へ問い合わせください。
問 埼玉労働局☎ 048-600-6205

確認しましょう！最低賃金
～埼玉県最低賃金の改定について～

3月31日㈪の納期限は次のとおりです。
納期限内に納付してください。
■町民税・県民税（第 5 期）
■国民健康保険税（第 9 期）
収納は藤久保・竹間沢出張所でも行っています

納期限にご注意ください

▶日時　３月 15 日㈯　14:30 ～
▶会場　富士見市民文化会館
　　　　キラリふじみ　マルチホール
▶内容　
　第一部　講座『平穏死について』
　第二部　パネルディスカッション
　　　　　『在宅医療の現状とこれから』
▶定員　250 人 ( 先着順）
▶費用　無料
問 東入間医師会　☎ 264-9592 

第 11 回  市民公開講座
　生き方に向き合う医療
～これからの在宅医療に向けて～


